
東京都民生児童委員連合会規程の一部改正について（案） 

 

１ 改正の理由 

  東京都の「民生委員協議会及び民生委員会長協議会要綱（準則）」の

一部改正に伴い、東京都民生児童委員連合会規程の「役員の任期」に

かかる規定（第 11 条第 3 項）について、正確性を確保するため改正を

行う。 

 

２ 改正の概要 

東京都では、先の一斉改選より後任育成や活動継承等の観点から会

長、副会長の任期について原則年齢を規定するため「民生委員協議会

及び民生委員会長協議会要綱（準則）」を改正し「会長及び副会長の年

齢は、原則として 75 歳未満とする。」という文言が追記された。 

これに伴い、東京都民生児童委員連合会規程の「役員の任期」にか

かる規定（第 11 条第 3 項）について、正確性を確保するため必要な文

言を追加する形で改正を行う。 

 

３ 改正内容 

  別表「改正内容（新旧対照表）」のとおり。 

 

４ 施行日 

  東京都社会福祉協議会理事会の開催に合わせ、令和８年３月１７日

から施行することとする。 



別表 

 

改正内容（新旧対照表） 

 

現 行 改正案 

第１条から第１０条まで（略） 

 

第１１条 第８条による各役員の任期は、３

年とする。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 一斉改選期において改選前の会長が民生

委員・児童委員に再任された場合に限り、新

しい会長が選出されるまで会長を務める。会

長が民生委員・児童委員を退任する場合は、

民生委員・児童委員に再任された副会長が、

あらかじめ指名された順位に従いその職務を

代理する。 

 

第１２条から第２３条まで（略） 

 

付則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行

する。 

この規程の改正は、平成２９年４月１日か

ら施行する。 

この規程の改正は、平成３０年３月２６日

から施行する。 

 

第１条から第１０条まで（現行のとおり） 

 

第１１条 第８条による各役員の任期は、３

年とする。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 一斉改選期において改選前の会長が民生

委員・児童委員に再任され、かつ常任協議員

に選任された場合に限り、新しい会長が選出

されるまで会長を務める。会長が民生委員・

児童委員または常任協議員を退任する場合

は、民生委員・児童委員に再任され、かつ常

任協議員に選任された副会長が、あらかじめ

指名された順位に従いその職務を代理する。 

 

第１２条から第２３条まで（現行のとおり） 

 

付則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行

する。 

この規程の改正は、平成２９年４月１日か

ら施行する。 

この規程の改正は、平成３０年３月２６日

から施行する。 

この規程の改正は、令和８年３月１７日か

ら施行する。 

 

 


